
入浴料金改定のお知らせ  

 

 

 日頃より、銭湯をご利用いただき誠にありがとう
ございます。  

 

 入浴料金につきましては、令和４年１０月に改定
されたところではございますが、その後も社会経済
情勢により続く物価高騰のため、経営環境はますま
す厳しさを増しております。  

 

 このような中にあって、私ども組合として先ずは、
お客様の安心・安全、そして体と心が温まるお風呂
文化の継承と活性化に尽力する所存でございます。  
 

 こうした状況の下、入浴料金の改定について埼玉
県知事に申請し、1 月 24 日に埼玉県公衆浴場入浴料
金審議会が開催され、大人及び中人の料金について
それぞれ 20 円増額し、500 円及び 200 円として、  

4 月 1 日から改定されることとなりました。  
 

 お客様には、ご負担をおかけしますが、事情をご
賢察の上、入浴料金の改定にご理解をお願い申し上
げます。  

 

令和 6 年 3 月  
 

埼玉県公衆浴場業生活衛生同業組合  

 

４月１日（月曜日）より 

埼玉県の入浴料金統制額が改定されます 

大人 ５００円 

小人 ７０円（据置）

中人 ２００円 


